
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

❶建築物の建築等    建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとな

る修繕若しくは模様替又は色彩の変更 

❷工作物の建設等    工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとな

る修繕若しくは模様替又は色彩の変更 

❸開発行為       都市計画法に規定する開発行為 

❹土地の形質の変更等  土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更 

❺物件の堆積      屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 

❻照明         夜間において公衆の観覧に供するため、一定の期間継続して建築物

その他の工作物又は物件の外観について行う照明 

歴史と文化を育み 人とまちをつなぐ 景観を未来へ 

 大規模な建築物の新築や開発行為等は、周辺の景観に大きな影響を与えます。その影響が周

囲と調和し、美しいまちなみを創り出すものであれば、私たちの生活環境は豊かでより魅力的

なものとなります。 

 この制度は、景観法及び山形市景観条例に基づき、地域の歴史、文化、自然、風土等に由来

する各地域の特性を生かし、美しい景観を保全、創出するために設けたものです。 

 届出の対象となる一定規模を超える行為については、「景観法に基づく行為の届出の手引き

（※）」を活用し、景観類型別の『景観形成基準』に合ったものにしていただくとともに、届出

等の手続きをお願いします。（※別途作成しています。） 

 山形市全域において届出が必要です。（景観類型により届出対象規模が異なります。） 

景観法に基づく行為の届出制度 

届出の目的 

届出の必要な区域 

届出対象行為 



 

 

 
 

行為の種類 届出対象規模 

中心市街地景観・伝統市街地景観 その他景観類型 

❶建築物の建築等 

❷工作物の建設等 

◆建築物・工作物 

 高さ １５ｍを超えるもの 

 ※建築物と工作物が一体となって設置されるものを含む 

 建築（築造）面積 ５００㎡を超えるもの 

 外観 外観の１面あたりの面積の２分の１を 

   超える外観の変更 

◆建築物・工作物 

 高さ １５ｍを超えるもの 

※建築物と工作物が一体となって設置されるものを含む 

 建築（築造）面積 １，０００㎡を超えるもの 

 外観 外観の１面あたりの面積の２分の１を 

   超える外観の変更 

◆太陽光発電施設 

 面積 ５００㎡を超えるもの 

 ※面積は、太陽光電池モジュールの面積の和 

◆太陽光発電施設 

 面積 １，０００㎡を超えるもの 

 ※面積は、太陽光電池モジュールの面積の和 

❸開発行為 

❹土地の形質の 

     変更等 

◆行為によって生じる法面若しくは擁壁 

 高さ ５ｍを超えるもの  延長 ３０ｍを超えるもの 

◆行為の規模 

 面積 ３，０００㎡を超えるもの 

❺物件の堆積 ◆行為によって生じる堆積 

 高さ ５ｍを超えるもの  面積 １，０００㎡を超えるもの 

 ※堆積の期間が３０日を超えるものに限る 

❻照明 届出対象規模の建築物及び工作物に対して行われる、照明の新設・移設及び色彩等の照明方式

の変更 ※催し等のための一時的なもの、試験・研究のためのものを除く 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 届出の対象となる規模は次のとおりです。届出対象行為❶と❷は景観類型別、❸～❻は市全

域で一律の規模が届出の対象となります。 

届出の対象となる行為を行う場合は、届出

書提出の 30 日前までに、事前協議を行う必要

があります。事前協議の手続きを適切に行う

ことで、行為の着手制限期間が短縮できま

す。 

行為着手の 30 日前までに行為の届出書を提

出します。事前協議内容との一致や、景観形

成基準との適合を確認します。 

届出に係る行為を完了したときは、速やか

に報告してください。 

※勧告・命令・公表について 

届出内容が景観形成基準に適合しないときは設計変更等の勧告を、特定届出対象行為（建築物の建築等、工

作物の建設等）が形態・意匠の景観形成基準に適合しないときは、設計変更等の命令を行う場合があります。 

また、勧告や命令を受けたものの、正当な理由なく当該勧告又は命令に従わないときは、氏名や住所、対象

となった行為等を公表する場合があります。 

届出の内容が景観形成基準に適合するとき

は、適合通知書を交付します。事前協議の手

続きを行っている場合は、適合通知書の受理

後、行為に着手できます。 

事前協議の内容が景観形成基準に適合する

ときは、適合確認書を交付します。 
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届出対象規模 

届出の流れ 

 



 

 
 

■事前協議・届出に必要な図書 

行為の種類 図書の種類 図書に明示する事項 備考 

共通 付近見取図（縮尺 1/2,500 以上） 縮尺、方位、行為地、目標となる土地建物等、写真撮影位置  

現況カラー写真 行為地・周辺の状況が分かる写真 ４方向以上 

景観チェックシート 景観の形成に関して工夫・配慮を行った事項 別途様式による 

❶建築物の 

  建築等 

❷工作物の 

  建設等 

配置図（縮尺 1/100 以上） 縮尺、方位、敷地の境界線、届出対象物件の位置、隣接道路

の位置・幅員、土地の高低、外構施設の位置・材料、その他

の建築物・工作物・広告物の位置、寸法、眺望することがで

きる主対象の名称・眺望方向・視点（市街化区域を除く） 

 

立面図（縮尺 1/50 以上） 縮尺、方位、外壁・屋根の材料・仕上げ方法・色彩、開口部・

屋外附帯設備・軒・広告物等の位置・形状・色彩、寸法 

４面以上 

色彩はマンセル値で表示の

うえ、着色すること 

平面図（縮尺 1/100 以上） 縮尺、方位、各階の間取り・用途、寸法  

屋根伏図（縮尺 1/100 以上） 縮尺、方位、屋上附帯設備の位置、寸法  

緑化計画図（縮尺 1/100 以上） 

（配置図と兼用可） 

縮尺、方位、保存樹木・伐採樹木・植栽樹木等の位置・樹種・

樹高・本数、寸法 

 

完成予想図 方位、色彩、周辺の状況 マンセル値の表示は不要 

景観シミュレーション図 

（完成予想図と兼用可） 

届出対象物件、周辺の建築物・工作物、景観の背景となる山・

樹木等 

景観の変化を表示 

❸開発行為 

❹土地の形

質の変更

等 

現況図（縮尺 1/2,500 以上） 縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、樹林・樹木の位置、

切土・盛土を行う部分の表土の状況、周辺の土地利用状況 

 

土地利用計画図 

（縮尺 1/1,000 以上） 

縮尺、方位、敷地の境界線、隣接道路の位置・幅員、敷地内

公共施設の位置・形状、敷地内建築物・工作物・広告物の位

置・用途、伐採樹木・植栽樹木等の位置・樹種・樹高、寸法 

❹土地の形質の変更等の場

合は不要 

造成計画平面図 

（縮尺 1/100 以上） 

縮尺、方位、敷地の境界線、切土・盛土の位置、行為後の法

面・擁壁・その他の構造物等の位置、道路の位置・幅員、寸

法、計画断面図の縦断・横断の位置・方向 

❹土地の形質の変更等の場

合は計画平面図に、左欄に

記載のほか、廃土石の堆積

方法・面積・高さ、遮へい物

の位置・種類・構造を明示 

造成計画断面図 

（縮尺 1/100 以上） 

縮尺、方位、敷地の境界線、行為前後の土地形状の差異、寸

法 

縦断図及び横断図 

❹土地の形質の変更等の場

合は計画断面図 

緑化計画図（縮尺 1/1,000 以上） 縮尺、方位、保存樹木・伐採樹木・植栽樹木等の位置・樹種・

樹高・本数、寸法 

❸開発行為の場合は不要 

❺物件の 

   堆積 

計画平面図（縮尺 1/100 以上） 縮尺、方位、敷地の境界線、行為地、物件の堆積方法、面積・

高さ、遮蔽物の位置・種類・構造、隣接道路の位置・幅員、

寸法、眺望することができる主対象の名称・眺望方向・視点

（市街化区域を除く） 

 

計画断面図（縮尺 1/100 以上） 縮尺、方位、堆積された物件の形状、遮蔽物の種類・形状・

色彩、寸法 

縦断図及び横断図 

❻照明 配置図（縮尺 1/100 以上） 縮尺、方位、敷地の境界線、照明を設置する物件、照明設備

の位置、隣接道路の位置・幅員、土地の高低、寸法 

 

屋外照明設備の姿図 縮尺、方位、照明設備の形状・色彩・その他の意匠・材質・

照明器具 

 

景観シミュレーション図 照明を設置する物件、照明設備の位置・照射範囲、周辺の建

築物・工作物、景観の背景となる山・樹木等 

景観の変化を表示 

    

■完了報告に必要な図書 

行為の種類 図書の種類 図書に明示する事項 備考 

共通 付近見取図（縮尺 1/2,500 以上） 写真撮影位置・方向  

行為後カラー写真 行為が完了した後の状況がわかる写真 ４方向以上 

 事前協議や届出、完了報告の際は、次の図書をご提出ください。 

事前協議・届出等に必要な図書 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 各届出対象行為が遵守すべき景観形成基準は、景観類型毎の景観形成の方向性に沿って定め

ています。（詳細な景観形成基準は「景観法に基づく行為の届出の手引き」参照） 

建築物は、周

囲からできる

だけ目立たな

いような位置

に配置し、周

囲の山並みや

山岳景観との

調和に配慮す

ること 

色彩は、自然の四季の彩り

を映えさせる落ち着いたも

のを用いること 

山岳自然景観 

●  

●  

●  
 
 

●

 

●  

●

 
 

 

工作物は、遠望

する山並みや

周辺の田園景

観から突出し

た色の使用は

避けること 

建築物の配置は、既

存の集落の家並みの

連続性に配慮し、周

辺の景観と調和させ

た配置とすること 

果樹・田園景観 

建築物は、背後の山並み、丘陵

地の稜線への眺望を阻害しな

い配置とすること 敷地内に大木

や古木、良好

な樹林等があ

る場合は、保

存に努めるこ

と 

山麓自然景観 

●

 

●  
 
 

 

田園景観に異質な産

業景観が、違和感な

く周辺景観と馴染む

ように配慮すること 

田園内産業景観 

●

 

●

 
 

 

外構等は、生垣、木材、

石材等の自然素材を用

いるなど、自然景観に

配慮すること 

谷地自然景観 

●

 

●

 
 
 

 

色彩は、周辺の

緑を引き立て

る色合い、集落

景観と調和し

た色調とする

こと 

 

伝統市街地景観 

●

 

●
 
 

 

建築物は、歴

史的景観を損

な わ な い よ

う、既存の歴

史的建造物と

適正距離を考

慮した配置と

なるように努

めること 

歴史的なまちなみに調和

した緑化に努めること 

沿道商業景観 

●

 

●  
 
 

 

敷地際の緑化

や壁面緑化に

より、周辺へ

の圧迫感の軽

減に努めるこ

と 

個々の建築物の規

模はできるだけコ

ンパクトに抑え、圧

迫感・威圧感を軽減

すること 

中心市街地景観 

●

●
 

●

 
 

 

低層階の形態・意匠に

ついては、開放感のあ

る形態・意匠とする

等、ホスピタリティ表

現（おもてなしの心）

を大切にすること 屋外付帯設備

は、公共の場か

ら見えないよう

工夫するか、建

築物本体との調

和に配慮した意

匠となるよう工

夫すること 

市街地住宅景観 

●  

●
 
 

 

形態・意匠は、奇抜なものでは

なく、周辺の景観と調和し落

ち着いたものとすること 

周囲の住宅地

との連続性に

配慮し、一体

感のある配置

とすること 

お問い合わせ 山形市 まちづくり政策部 まちなみデザイン課 

 〒990-8540 山形市旅篭町二丁目３番２５号 

 TEL：023-641-1212（内線 512）  FAX：023-624-8903 

 E-mail：machinami@city.yamagata-yamagata.lg.jp 

景観形成基準 


